
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 の 組 織 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

目次 目次

第１章 第１章
（略）

第２章 第２章

（同 左）
第３章 京都大学の組織 第３章

第１節 第１節～ ～

（略）

第８節 第８節

第９節 機構（第４７条－第４７条の６） 第９節 機構等（第４７条－第４７条の７）

第１０節 第１０節

第１１節 （略） 第１１節 （同 左）

第４章 第４章

附則 附則

（中 略）

（学内共同教育研究施設及びその長） （学内共同教育研究施設及びその長）

第４６条 京都大学に、京都大学における教員その 第４６条

他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又

は教育若しくは研究のため共用する施設として、

次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。

放射性同位元素総合センター （同 左）

環境保全センター

国際交流センター

高等教育研究開発推進センター

総合博物館

国際融合創造センター 産官学連携センター

低温物質科学研究センター

フィールド科学教育研究センター

福井謙一記念研究センター

こころの未来研究センター （同 左）

２ ２～ ～

（略）

９ ９

第９節 機構 第９節 機構等

（中 略）

（国際イノベーション機構）

第４７条の３ 京都大学に、国際イノベーション機 第４７条の３ 削除

構を置く。

２ 国際イノベーション機構に関し必要な事項は、

京都大学における産学官連携活動の推進及び支援

に関する規程（平成１７年達示第９号）の定める

ところによる。

（中 略）

第４７条の６ （略） 第４７条の６ （同 左）

（産官学連携本部）

、 。第４７条の７ 京都大学に 産官学連携本部を置く

２ 産官学連携本部に関し必要な事項は、京都大学

産官学連携本部規程（平成１９年達示第４３号）

の定めるところによる。

（後 略）

附 則

この規程は、平成１９年７月１日から施行する。


